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特集

販
管
費
の
分
解
、Ｍ
Ｐ
Ｍ
の
注
記
な
ど

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
適
用
に
判
断
を

要
す
る
表
示・開
示
の
論
点
対
応

第２章

㈱
デ
ィ
ー
バ
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認
会
計
士

吉
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浩
太
郎

【
こ
の
章
の
エ
ッ
セ
ン
ス

●
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
の
適
用
に
伴
い
、特
に

各
社
多
様
な
実
務
対
応
が
想
定
さ
れ
る

「
販
売
費
」と「
一
般
管
理
費
」の
分
解

要
否
、Ｍ
Ｐ
Ｍ
の
注
記
に
つ
い
て
の
作
成

方
法
を
確
認
す
る
。

●
実
務
運
用
の
観
点
か
ら
、当
該
項
目
に

係
る
具
体
的
な
計
数
算
出
プ
ロ
セ
ス
を

検
討
す
る
。

「
販
売
費
」と「
一
般
管
理

費
」の
分
解
要
否
と
そ
の

算
出
方
法

⑴　
問
題
の
所
在

Ｐ
Ｌ
で
の
表
示
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
１

号
の
適
用
ガ
イ
ダ
ン
ス
で
は
、「
販
売
費
」

と「
一
般
管
理
費
」が
分
解
さ
れ
た
Ｐ
Ｌ
が

例
示
さ
れ
て
い
た（
Ｐ
ａ
ｒ
ｔ
Ｉ
：
財
務

諸
表
の
表
示
例
）。
し
か
し
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

会
計
基
準
を
任
意
適
用
す
る
日
本
企
業
の

多
く
は
日
本
基
準
適
用
時
か
ら
の
実
務
を

継
続
し
て
、
Ｐ
Ｌ
に
お
い
て「
販
売
費
及

び
一
般
管
理
費
」と
集
約
表
示
し
、
関
連

す
る
注
記
に
て
そ
の
性
質
別
の
内
訳
を
開

示
す
る
実
務
が
定
着
し
て
い
た
も
の
と
見

受
け
ら
れ
る
。

他
方
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
で
は
、「
販
売
費
」と

「
一
般
管
理
費
」そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
方
の
一

例
が
示
さ
れ
、
そ
の
例
示
で
は
、
両
者
は

異
質
で
あ
る
と
し
て「
別
々
の
科
目
に
表
示

す
る
こ
と
が
有
用
な
体
系
化
さ
れ
た
要
約

を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
が

あ
る
」と
さ
れ
て
い
る（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
Ｂ

85
項
、強
調
は
筆
者
に
よ
る
）。
そ
の
た
め
、

各
社
の
状
況
に
応
じ
て
分
解
表
示
が
適
切

か
否
か
の
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。

ま
た
、Ｐ
Ｌ
に
お
い
て「
販
売
費
」と「
一

般
管
理
費
」を
分
解
し
て
表
示
す
る
場
合

に
は
、
連
結
パ
ッ
ケ
ー
ジ
で
収
集
す
べ
き

情
報
の
粒
度
の
細
分
化
が
必
要
と
な
り
得

る
。本

章
で
は
、
販
売
費
・
一
般
管
理
費
に

つ
い
て
、「
本
表
で
分
解
表
示
し
た
場
合
の

注
記
へ
の
影
響
」を
示
す
と
と
も
に
、「
本

表
で
は
分
解
表
示
し
な
い
場
合
が
適
切
で

あ
る
と
判
断
さ
れ
る
ケ
ー
ス
」と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
考
察
す
る
。

加
え
て
、
販
売
費
・
一
般
管
理
費
を
分

解
し
て
表
示
・
開
示
す
る
場
合
に
、
効
果

的
・
効
率
的
な
算
出
方
法
の
一
例
を
提
示

し
た
い
。

な
お
本
章
で
は
、
Ｉ
Ａ
Ｓ
１
号
で
も
開

示
が
要
求
さ
れ
て
い
た
研
究
開
発
費
は
検

討
の
対
象
外
と
す
る
。

⑵　
Ｐ
Ｌ
で
の
表
示
方
法
に
よ
る
注

記
へ
の
影
響

本
表（
Ｐ
Ｌ
）に
お
い
て「
販
売
費
」、「
一

般
管
理
費
」を
分
解
し
て
表
示
す
る
場
合
、

関
連
す
る
注
記
で
は
次
の
よ
う
な
開
示
と

な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
連
結
パ
ッ
ケ
ー

ジ
で
収
集
す
べ
き
情
報
の
粒
度
を
細
分
化

す
る
必
要
が
あ
る
。

①　
Ｍ
Ｐ
Ｍ
の
注
記

Ｍ
Ｐ
Ｍ
の
各
調
整
項
目
に
つ
い
て
、
Ｐ

Ｌ
で
の
表
示
科
目
に
関
連
す
る
金
額
を
開

示
す
る（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
Ｂ
137
項
⒜
）。
し

た
が
っ
て
、
Ｐ
Ｌ
に
お
い
て「
販
売
費
」と

「
一
般
管
理
費
」と
を
分
解
表
示
し
た
場
合

で
、
調
整
項
目
に
関
連
が
あ
る
場
合
は
、

原
則
的
に
は
調
整
項
目
の
内
訳
と
し
て
、

「
販
売
費
」と「
一
般
管
理
費
」の
別
に
示
す

必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
場
合
、「
調
整
項
目
×
販
売
費
」、「
調

整
項
目
×
一
般
管
理
費
」の
マ
ト
リ
ク
ス
で

の
収
集
が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
る（
Ｉ
Ｆ

Ｒ
Ｓ
18
号
Ｉ
Ｅ
８
項
の
設
例
参
照
）。

②　
営
業
費
用
の
性
質
別
内
訳
注
記

特
定
５
項
目
は
、
Ｐ
Ｌ
で
の
表
示
科
目

に
関
連
づ
け
て
、
そ
の
含
ま
れ
る
金
額
を

開
示
す
る（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
18
号
83
項
）。
し
た

が
っ
て
、Ｐ
Ｌ
に
お
い
て「
販
売
費
」と「
一

般
管
理
費
」と
を
分
解
表
示
し
た
場
合
、


